
 

尼崎市老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び特別養護  

老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例第３条第２項の  

規定による同条例の規定の技術的読替えに関する規則  

平成２５年３月２９日  

規則第４０号  

尼崎市老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの

設備及び運営の基準を定める条例（平成２４年尼崎市条例第５１号。以

下「条例」という。）第３条第２項の規定による条例の規定の準用につ

いての技術的読替えは、次表のとおりとする。  

読み替える規定  読み替えられる字句  読み替える字句  

第２条第２項  入所者の意思  入所者（ユニット型特別

養護老人ホーム（特別養

護老人ホームの設備及び

運営に関する基準（平成

１ １ 年 厚 生 省 令 第 ４ ６

号。以下「特別養護老人

ホーム省令」という。）

第３２条に規定するユニ

ット型特別養護老人ホー

ムをいう。以下同じ。）

にあっては、入居者。以

下同じ。）の意思  

第２条第６項  前項の規定による評価  特別養護老人ホーム省令

第１５条第６項（特別養

護老人ホーム省令第５９

条において準用する場合

を含む。）の規定による

評価（ユニット型特別養

護 老 人 ホ ー ム に あ っ て



 

 

は、特別養護老人ホーム

省令第３６条第８項（特

別養護老人ホーム省令第

６３条において準用する

場合を含む。）の規定に

よる評価）  

第２条第７項  省令第２３条第３項に

規定する研修  

特別養護老人ホーム省令

第２４条第３項（特別養

護老人ホーム省令第５９

条において準用する場合

を含む。）に規定する研

修（ユニット型特別養護

老人ホームにあっては、

特別養護老人ホーム省令

第４０条第４項（特別養

護老人ホーム省令第６３

条において準用する場合

を含む。）に規定する研

修）  

付 則  

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。  


